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鳥取・国府地域、河原地域及び青谷地域水道料金統一の 

経過について 

 

 

１ 水道料金統一の経過 

⑴ 平成 16年 11月の市町村合併の際、合併協定書において水道料金の統一について以下の

合併調整方針が決定されています。 

 

合併調整方針 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 河原地域の水道料金改定（平成 22年度実施） 

   河原地域の水道料金は他地域と比べると高い料金となっていたため、22年７月以降に使

用した水量から水道料金を改定（引き下げ）しました。改定の内容は、鳥取・国府地域と

河原地域の水道料金の差のおおむね２分の１を減額し、基本料金の単価の減額割合と従量

料金の単価の減額割合をほぼ均等としました。 

     

 改定前（１月につき） 改定後（１月につき） 

基本料金（使用水量 10㎥まで） １，７００円 １，２００円 

従量料金（使用水量 10㎥を超える分） １㎥につき２５０円 １㎥につき１８０円 

 

・審議経過等 

 

 

 

 

 

 ⑶ 鳥取・国府地域及び青谷地域の水道料金改定（平成 23年度実施） 

   江山浄水場が供用開始され、鳥取・国府地域の給水区域全域に膜ろ過処理した、より安

平成 25年７月 30日 
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議題⑵ 関連資料１ 

１ 水道料金 

⑴  鳥取市水道用水供給事業の給水区域（国府町）の水道料金は、水道用水供給事業
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翌年度以降 10年間段階的に調整を図り、平成 27年度より料金の統一を図る。 
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５月 ６日 水道料金改定の答申 
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全で良質な水道水を供給できる体制が整ったことや財政シミュレーションで 23 年度から

繰越欠損金が生じたことにより、安全な水を安定的に供給し、財政の健全化を図るため、

鳥取・国府地域及び青谷地域の水道料金を 23年９月以降に使用した水量から改定(引き上

げ)しました。改定の内容は、次のとおりです。 

  ア 鳥取・国府地域の水道料金（口径別、従量料金体系） 

・平均改定率 8.04パーセント 

       ・従量料金の単価の逓増率*を現行より緩和しました。（改定前：4.52 → 改定後：

4.35） 

 

 

・料金算定期間  23年度から 26年度まで 

イ 青谷地域の水道料金（用途別料金体系） 

・平均改定率 11.69パーセント 

・一般家庭(メーター口径 13ミリメートル)で１か月 20立方メートル使用した場合

を基準とし、料金改定後の鳥取・国府地域と現行の水道料金の差のおおむね２分の

１を増額しました。 

 

一般家庭（メーター口径 13ｍｍ）で１か月 20㎥使用した場合（税込） 

 改定前 改定後 差 額 

鳥取・国府地域 １，８４８円 ２，０１６円 １６８円 

青谷地域 １，６１０円 １，８１０円 ２００円 

 

・審議経過等 

 

 

 

 

      

              

       

※逓増率 
従量料金の最高単価 

従量料金の最低単価 
＝

  

改定前 ＝

  
42円 

190円 
改定後 ＝

  

200円 

46円 

22 年７月 29 日  22年度第２回会議 水道料金改定の諮問 

８月 26日    〃  第３回会議 

９月 30日    〃  第４回会議 

10月 29日      〃  第５回会議 

12月 10日      〃  第６回会議 

23 年１月 12 日     〃  第７回会議 

１月 21日    〃 第８回会議 

１月 31日   水道料金改定の答申 
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２ 改定後の水道料金 
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一般家庭（メーター口径 13ｍｍ）で１か月 20㎥使用した場合（税込み） 
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平成 22・23年度水道料金改定 




